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１ 計画策定の趣旨 

平成 30 年３月に第７期大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定し，「地域で支え合い健

康で元気なまちづくり」の基本理念の下で，予防重視型システムの充実，地域包括ケアシステムの

深化・推進，総合的な相談体制と保健・医療・福祉の連携の推進等の様々な施策を展開してきまし

た。 

本市では，少子高齢化と人口減少社会の進行とともに高齢化

率が 30.0％に達し，今後予測される高齢者のみ世帯の増加等，

高齢者を取り巻く社会環境の変化や，高齢者自身の生活意識の

多様化など，様々な課題に対応していく必要があります。 

令和３年３月に第７期計画期間の終了を迎えるにあたり，こ

れまでの施策の実施状況や新たな課題等を踏まえ，中長期的な

視点に立った第８期大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

をこのたび策定しました。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は，大崎市総合計画や大崎

市地域福祉計画を上位とする個別計

画と位置付けています。 

また，障がい者計画や健康増進計

画，地域防災計画等の関連計画と連

携するとともに，国の指針や宮城県

のみやぎ高齢者元気プラン，地域医

療計画，医療費適正化計画等と整合

性を図ります。 

 

３ 計画の対象期間と基本理念・基本目標 

本計画の計画期間は令和３年度から令和５年度の３年間となります。本計画では，基本理念のもと，

４つの基本目標を定め，施策を推進していきます。 

 

 

 

 

  

基本理念 基本目標 施策詳細 

地
域
で
支
え
合
い 

健
康
で
元
気
な 

ま
ち
づ
く
り 

１ 介護サービスの充実 
２ 予防サービスの充実 
３ 介護保険制度の円滑な運営 

Ⅰ 地域支援事業の 

推進 

１ 介護予防・生活支援サービス事業 
２ 一般介護予防事業 

３ 生活支援サービスの充実 

Ⅱ 介護サービスの 

充実 

Ⅳ 地域包括ケア 

システム等の推進 

１ 生きがいづくり活動の推進 

２ 社会参加の促進 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進（包括的支援事業の充実） 
２ 安心・安全なまちづくりの推進 

Ⅲ 生きがいづくり 

活動の推進 
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４ 人口・要介護等認定者の将来推計と総費用の見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護等認定者と認定率の推計】 

■高齢者人口の増加に伴い要介護等認

定者数は増加を続け，令和５年には

8,234 人（令和２年比較 356 人増）にな

る見込みです。 

■上記傾向から認定率はゆるやかに増

加し，令和５年には 20.4％（令和２年比

較 0.4％増）になる見込みです。 

■要支援１から要介護２までの軽度者が

全体の６割以上を占め，特に要介護１

の割合が高く推移する見込みです。 

各年４月１日時点 

【総費用の見込額】 

■総費用見込額は，第１号被保険者数

及びサービス利用見込等から見込み

ました。 

■第８期計画期間中の総費用の見込額

は約 412 億円となり，第７期実績見込

より 38 億円増額（10.2％増）の見込み

です。 

■主な増額要因は，高齢化の進行に伴う

サービス費の増高で，特に地域密着

型サービス費と施設サービス費で増高

が見込まれます。 

 

【高齢者人口の推計】 

■総人口は年々減少しつつも，高齢者人

口は増加し，令和５年には 39,234 人

（令和２年比較 617 人増）になる見込

みです。 

■上記傾向から高齢化率は増加し，令和

５年には 31.0％（令和２年比較 1.0％

増）になる見込みです。 

■団塊の世代が 75 歳以上となる令和７

年（2025 年）には，高齢化率は 31.7％

に達する見込みで，今後，なお一層の

高齢化社会を迎える見通しです。 

各年４月１日時点 



 

3 

５ 施策の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 施策の主な内容 

１．介護予防・ 

生活支援 

サービス事業 

介護予防訪問介護と介護予防通所介護に相当する第１号訪問事業（訪問型サー

ビス），第１号通所事業（通所型サービス），第１号介護予防支援事業（介護予

防ケアマネジメント）の適切なサービス量を確保するとともに，住民主体による

多様なサービスを創出していきます。 

また，現行の第１号訪問事業や通所事業に加え，人員等の要件基準を緩和した

訪問型・通所型サービスＡを新たに導入し，身体介護以外の生活援助や運動機能

訓練，レクリエーション等を幅広く行うことで，高齢者が地域において自立した

日常生活を継続できるよう支援します。 

２．一般介護予防 

事業 

高齢者が自ら介護予防活動に参加し，介護予防に向けた取組が主体的に実施さ

れるような地域社会の構築を目指し，介護予防の知識の普及啓発や高齢者の集い

等の取組を育成，支援します。 

保健事業と介護予防を一体的に実施するため，高齢者の生活習慣病の重症化を

含めた予防の取組と，通いの場等でのフレイル予防や介護予防の取組を推進しま

す。 

３．生活支援 

サービスの 

充実 

高齢者人口の増加を見込むとともに，介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によ

って客観的なニーズの把握を行い，民間の活力との連携等，高齢者の心身や暮ら

しの状況から必要となるサービスを適切に提供し，高齢者とその家族の日常生活

の継続支援に努めます。 

また，国基準の見直しに伴い，家族等介護用品助成の財源に市町村特別給付

（第１号保険料を100％充当して独自の給付を行う制度）を導入することで給付条

件を維持し，引き続き高齢者の在宅生活の継続を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

高齢者が要介護状態になることを予防し，できる限り長く健康

を保つとともに，家族とともに住み慣れた地域で，その人らしく

自立した生活ができるように，地域支援事業を推進します。 

●フレイル予防の取組 
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施策の方向性 施策の主な内容 

１．介護サービス 

の充実 

①居宅サービス 

日常生活圏域を基本に，地域バランスや既存の介護サービス等の地域の実情を

踏まえつつ，在宅生活を支援していくサービス提供体制づくりに取り組みます。 

②施設サービス及び地域密着型サービス 

高齢者が住み慣れた地域で必要なサービスを利用することができることを目

標に，介護サービス基盤の拠点整備と事業者の参入促進を図り，施設入所者の

待機者減少に取り組みます。 

２．予防サービス 

の充実 

要支援認定者の生活機能を維持・改善することにより，高齢になっても地域で

自立した生活を送れるようにするため，介護予防サービスの充実に努めます。 

３．介護保険制度 

の円滑な運営 

心身や経済状況に応じた介護保険サービスを適切に選択・利用でき，サービスが円

滑に提供されるよう，介護給付の適正化と総合的な窓口体制の充実等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

認知症対応型共同生活介護 
（認知症高齢者グループホーム） 

入居定員 18 人 

2 か所整備 

認知症の高齢者が共同生活する住居で，家庭的

な環境と地域との交流の中，入浴や排せつ，食事

等の介護，その他の日常生活上の世話，機能訓練

を行います。 

少人数の家庭的な雰囲気

の中で，症状の進行を遅ら

せて，できる限り自立した

生活が送れるようになるこ

とを目指します。 

 

地域密着型介護老人福祉施設 
（小規模特別養護老人ホーム） 

入所定員 29 人 

2 か所整備 

在宅生活が困難な中重度の要介護者のための施

設で，入浴や排せつ，食事等の介護，その他の日

常生活上の世話や機能訓練，健康管理，療養上の

世話を行います。 

定員は 29 人以下で，施

設がある市町村の被保険者

のみが利用可能です。 

（広域型は定員 30 人以上，

市外被保険者も利用可能） 

 高齢者とその家族が，必要なときに必要なサービスを利用できるよ

うに，適切で質の高い介護サービスの提供体制を一層充実します。 

 

小規模多機能型居宅介護／ 
看護小規模多機能型居宅介護 

通い定員 29 人 

2 か所整備 

中重度の要介護者となっても，在宅での生活が継続できるように支援する

複合型サービスです。通いを中心に，訪問や泊りを組み合わせ，入浴，排せ

つ，食事等の介護，その他日常生活上の世話，機能訓練を行います。 

なお，このサービスに訪問看護が追加されたものが看護小規模多機能型居宅

介護です。 

通い 泊り 

訪問 
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施策の方向性 施策の主な内容 

１．生きがい 

づくり活動 

の推進 

パークゴルフ等のスポーツによる健康の保持増進や，趣味やサークル活動，ボ

ランティア活動，就労的活動などの活動する場を確保し，生きがいづくり活動と

社会参加の推進を図ります。 

２．社会参加の 

促進 

地域や社会を構成する一員として社会貢献できる活動の場を提供することで，

フレイル予防や介護予防を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 施策の主な内容 

１．地域包括ケア 

システムの 

深化・推進 

住み慣れた地域で安心して生活するための基本となる，自助，互助の取組を支援

する多様な活動を支援していきます。自助，互助につながる住民の主体的な健康づ

くりや積極的なまちづくりを通じ，高齢者や障がい者，子育て世代も含めた，一人

ひとりの暮らしを見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります。 

２．安全・安心な 

まちづくりの 

推進 

ひとり暮らし高齢者や要介護等認定者等の避難行動要支援者名簿の作成，名簿

情報の避難支援等関係者等への提供など，避難行動要支援者が必要とする支援を

迅速かつ十分に確保する体制を整備するとともに，地域福祉計画及び地域防災計

画に基づき，介護サービス事業者との連動を進めることで，防災・減災意識の醸

成や連携・応援体制づくりに取り組み，地域における自助・互助を基本とした避

難支援体制の整備を図ります。 

介護サービス事業所における防災・減災及び感染症対策を充実することにより

業務継続性のさらなる向上を目指し，行動計画策定や各種訓練実施，物資備蓄等

「備えの重要性」の視点をもって，より実効性の高い取組を推進します。 

  

 
高齢者がいつまでもいきいきとした生活が送れるように，

生涯学習，就労などによる社会参加や交流を促し，生きがい

づくり活動を推進します。 

 

高齢者が要介護状態等になっても，可能な限

り住み慣れた地域において継続して生活できる

ように，医療，介護，予防，生活支援，住まい

が包括的に提供される体制（地域包括ケアシス

テム）づくりを推進します。 
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６ 介護保険料基準月額と所得段階別月額 

第８期計画の総費用額は，高齢化による増加分や介護報酬の改定などの影響により，約 412 億円

（第７期比較約 38 億円（10.2％）増額）が見込まれます。 

この総費用に対し，調整交付金による調整等を行ったうえで，第１号被保険者数１人あたりの介

護保険料基準月額を求めます。算定上，基準月額は 6,726 円が見込まれましたが，介護給付費準備

基金を取り崩すことにより介護保険料の増加を抑制（356 円引き下げ）した結果，基準月額を 6,370

円（第７期比較 505 円（8.6％）増額）としました。 

なお，実際に納めていただく保険料額は，介護保険料基準月額を 1.0 として，本人の所得や世帯

の状況に応じて決定されます。第８期計画では，第７期計画と同様に９段階に設定しました。 

所得段階 対 象 者 
基準額に 

対する割合 
月 額（円） 年 額（円）

第１段階 

生活保護受給者の人，老齢福祉年金受給者で世帯全員が

住民税非課税の人 

世帯全員が住民税非課税で，本人の課税年金収入額と合

計所得金額の合計額が 80 万円以下の人 

0.30 

（0.50） 

1,911 

（3,185） 

22,900 

（38,200） 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で，本人の課税年金収入額と合

計所得金額の合計額が 80 万円超 120 万円以下の人 

0.50 

（0.75） 

3,185 

（4,778） 

38,200 

（57,300） 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で，本人の課税年金収入額と合

計所得金額の合計額が 120 万円超の人 

0.70 

（0.75） 

4,459 

（4,778） 

53,500 

（57,300） 

第４段階 
本人が住民税非課税で，課税年金収入額と合計所得金額

の合計額が 80 万円以下の人 
0.90 5,733 68,700 

第５段階 

≪基準≫ 

本人が住民税非課税で，課税年金収入額と合計所得金額

の合計額が 80 万円超の人 
1.00 6,370 76,400 

第６段階 本人が住民税課税で，合計所得金額が 120 万円未満の人 1.20 7,644 91,700 

第７段階 
本人が住民税課税で，合計所得金額が 120 万円以上 210

万円未満の人 
1.30 8,281 99,300 

第８段階 
本人が住民税課税で，合計所得金額が 210 万円以上 320

万円未満の人 
1.50 9,555 114,600 

第９段階 本人が住民税課税で，合計所得金額が 320 万円以上の人 1.70 10,829 129,900 

※ 各段階別の年額＝基準月額（6,370円）×12月×各段階別の基準額に対する割合（100円未満切捨て） 

※ 第１～３段階のカッコ書きは，公費による低所得者の保険料軽減実施前の負担割合と金額です。 

 

 

 

  

●保険料の軽減措置 

第１段階から第３段階

（住民税非課税世帯）に

対し，保険料基準額に対

する負担割合を所得段階

ごとに軽減して所得の低

い方への保険料軽減を図

ります。 
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７ 総合相談及びお問い合わせ先 

地域包括支援センターでは，介護に関すること，健康や福祉，医療や生活に関することなど，高

齢者のみなさんの様々な悩みや相談を受け付けています。 

 そのほか，介護サービス事業者をお探しの際は，「介護サービス情報公表システム」，高齢者福

祉サービスをお調べの際は，「大崎市ウェブサイト」が活用いただけます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

介護サービス 

情報公表システム 

大崎市ウェブサイト 

高齢者・介護 

  

 

https://www.kaigokensaku.mh

lw.go.jp/ 

 
 

 

https://www.city.osaki.miya

gi.jp/shisei/soshikikarasag

asu/minseibu/koreikaigoka/1

/index.html 

 

第８期大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 概要版 

発行 大崎市民生部高齢介護課（大崎市古川七日町１番１号） 

電話番号 ０２２９－２３－６０８５ 

大崎市の情報は 
こちらから！ 

https://www.city.
osaki.miyagi.jp/ 

玉造地域包括支援センター 
（岩出山地域福祉センター内） 

電話番号 ０２２９－７２－４８８８ 

古川地域包括支援センター 
（福祉センターおおみや内） 

電話番号 ０２２９－８７－３１１３ 

志田地域包括支援センター 
（福祉施設百才館内） 

電話番号 ０２２９－５３－１２７１ 

田尻地域包括支援センター 
（田尻福祉センター内） 

電話番号 ０２２９－３９－３６０１ 

介護保険料

6,370円の
つかいみち

居宅サービス費 2,227円

通所介護，訪問介護，訪問看護，短期入所生

活介護，福祉用具貸与など

施設サービス費 1,803円

介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護

医療院など

地域密着型サービス費 1,160円

地域密着型通所介護，認知症対応型共同生活

介護，地域密着型介護老人福祉施設など

35.0%

28.3%

18.2%

地域支援事業費 279円
介護予防･日常生活支援総合事業，地域

包括支援センターの運営など

予防給付費 83円
介護予防通所リハビリテーションなど

その他の給付額等 420円
特定入所者介護サービス費など

居宅介護支援 334円
居宅介護支援

市町村特別給付費 64円
家族等介護用品（紙おむつ）助成

介護保険料のつかいみち 

https://www.kaigokensaku.mh
https://www.city.osaki.miya
https://www.city.

